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千葉市が景観法を根拠として定める法的な位置づけがある「地区」です。優れた
景観を次代に継承していく景観形成のルール（景観形成基準）を持ち、地域と千葉
市が建築行為等について合意形成を図りながら景観形成を進めます。

これまでのルール「都市デザインガイドライン」とは違うのですか。

「都市デザインガイドライン」は開発時
．．．

のルールとしてディベロッパーに示された
ものですが、今、街や建物を更新する際のルールはありません。そこで、開発時の理
念を引き継ぐ「景観形成基準」を作ろうと、千葉市との話し合いを進めています。
幕張ベイタウンの景観を維持していくためには、『街路空間』＝公的空間を構成す

る、建物と道路部分を一体として考えていくことがとても大切です。
（景観形成基準の詳しい内容は協議会ＨＰをご覧下さい）
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幕張ベイタウンの景観に関心のある方は、幕張ベイタウン協議会bt-machi@freeml.com までご連絡ください。

このお知らせは幕張ベイタウン内のみなさんに幕張ベイタウン協議会が配布しています。
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葉
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「景観形成推進地区」って、いったい何ですか。

千 葉 市 景 観 形 成 推 進 地 区 をめざして
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私の好きなベイタウン



まだ千葉市との話し合いは始まったばかりです。
地域の皆さまの取組みとして進めるため、以下の日程で説明会を開催

いたします。

■地域の皆さまへの説明会
日時：平成 30 年６月３日（日）15:00～
場所：幕張ベイタウン地域連携センター
＊各番街で説明を希望される場合は、幕張ベイタウン協議会（bt-machi@freeml.com）
までご連絡ください。

建築、改修等を行う者
（マンションの大規模修繕等の場合は管理組合）

幕張ベイタウン協議会
幕張ベイタウン景観検討委員会（仮）

称（仮）

千葉市都市景観デザイン室

①事前の相談

②届出
③協議

④適否判断

建築、改修等を行う者は、景観形成基準をも
とに設計し、計画を千葉市に届け出る前に幕張
ベイタウン協議会と相談します。
届出後も、幕張ベイタウン協議会は、千葉市

と協議を行うことで、景観形成に係る判断を実質
的に行うことができます。
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在
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張
ベ
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都
市
景
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作
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た
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な
規
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幕
張
新
都
心
住
宅
地
都
市
デ
ザ
イ
ン
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
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き
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限
り
踏
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す
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す
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住
宅
と
公
共
・
公
益
施
設
が
一
体
的
に
デ
ザ
イ
ン
調
整
さ
れ

た
現
在
の
デ
ザ
イ
ン
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
つ
つ
、
街

が
新
た
に
整
備
す
る
段
階
か
ら
修
繕
、
改
修
、
建
て
替
え
等
の

段
階
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行
し
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い
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と
に
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し
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適
切
な
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に
配
慮

し
ま
す
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千
葉
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は
、
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々
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建
築
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景
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形
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基
準
の
審
査

対
象
と
な
る
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件
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た
っ
て
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、
地
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せ
る
た
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に
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ベ
イ
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の
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
自
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進
め
て
い
る
市
民
団
体
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あ
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幕
張
ベ
イ
タ
ウ

ン
協
議
会
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よ
び
そ
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下
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組
織
で
景
観
関
係
の
専
門
家
も

加
え
た
「
幕
張
ベ
イ
タ
ウ
ン
景
観
検
討
委
員
会
（
仮
称
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に
事

前
に
協
議
す
る
も
の
と
し
ま
す
。
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イ
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仮
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れ
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前
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す
る
も
の
と

し
ま
す
。

運用の仕組み（案）


